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第１章 大気汚染常時監視 

 

  石川県域にあっては、大気汚染防止法に基づき、県と金沢市及び七尾市が連携を取りながら、昭

和 46年度から自動測定機による大気汚染常時監視を行っている。 

  なお、微小粒子状物質（PM2.5）については、平成 21年 9月に環境基準が設定されたことから、

平成 22年度より常時監視を行っている。 

 

１ 平成 25年度の大気汚染常時監視結果の概要 

 

  平成 25 年度における本県の大気汚染の状況は、これまでの測定結果と同様、全国的にみて概ね

中位から低位のレベルであった。 

  長期的評価による環境基準の達成状況は、一般環境大気測定局における二酸化硫黄、二酸化窒素、

浮遊粒子状物質及び一酸化炭素、自動車排出ガス測定局における二酸化窒素、一酸化炭素及び浮遊

粒子状物質については、すべての測定局で環境基準を達成していた。微小粒子状物質（PM2.5）に

ついては、測定を行った一般環境大気測定局の 7測定局のうち 6測定局及び自動車排出ガス測定局

の測定を行った 1測定局で、環境基準を達成しなかった。 

  短期的評価による環境基準の達成状況は、光化学オキシダントにおいて、全国的な傾向と同様に

すべての測定局で環境基準を超過する状況となったが、光化学オキシダント注意報等の発令には至

らなかった。 

  経年的な濃度変化は、一般環境大気測定局では、二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質が

横ばいから減少傾向、一酸化炭素及び光化学オキシダントが横ばい傾向であった。自動車排出ガス

測定局では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質が横ばいから減少傾向、一酸化炭素が横ばいであった。 

なお、平成 26 年 2 月 26 日に微小粒子状物質（PM2.5）の濃度が、１日平均値で 70μg/m3を超え

ると予想されたため、石川県で初めての注意喚起情報を発表した。 

 

２ 大気汚染常時監視体制 

 

   平成 25 年度は、一般環境大気を対象に 23 測定局、道路沿道の大気を対象に年度中に廃止した

ものを含め 5測定局の計 28測定局で測定を実施した。 

  また、移動測定車による常時測定局の補完的な測定を 3地点(延べ 5ヵ月)で実施した。 

  測定局・測定項目の概要を図１－１及び表１－１に示す。 

  なお、大気汚染の常時監視にあたっては、開始当初からテレメータを導入したデータ処理を行っ

ており、現在は、平成 20 年度に運用を開始したサーバ及びパソコンを主体としたシステムにより

データ処理を行うとともに、インターネットを活用して測定値等の情報発信を行っている。 
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表１－２５ 微小粒子状物質濃度の年平均値の濃度分布 

濃度区分 
(μg/m3) 

項目 

0  5.1  10.1  15.1  20.1  25.1  30.1  

合計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

 

5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 以上 

平成 25年度 
石川県の測定局数 

0 0 6 1 0 0 0 7 

(累積％)   (85.7) (100)         

平成 24年度 
全国の測定局数 

1 7 184 109 11 0 0 312 

(累積％) (0.3) (2.6) (61.5) (96.5) (100)       

 
表１－２６ 微小粒子状物質濃度の１日平均値の年間 98％値の濃度分布 

濃度区分 
(μg/m3) 

項目 

0  15.1  25.1  35.1  45.1  55.1  65.1  

合計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

 

15.0 25.0 35.0 45.0 55.0 65.0 以上 

平成 25年度 
石川県の測定局数 

0 0 1 6 0 0 0 7 

(累積％)   (14.3) (100)         

平成 24年度 
全国の測定局数 

1 5 133 145 27 1 0 312 

(累積％) (0.3) (1.9) (44.6) (91.0) (99.7) (100)     

 

①  経年変化 

    微小粒子状物質の年平均値の経年変化は、図１－９のとおりであった。測定を開始してから

の期間が短いものの、横ばいからやや増加であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－９ 微小粒子状物質年平均値の経年変化 
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 (7) 炭化水素（非メタン炭化水素及びメタン） 

   炭化水素は、主として自然界に由来するメタンと人為的に排出される非メタン炭化水素に大別

され、光化学オキシダントの原因物質のひとつとされている。 
 

  ① 測定結果及び指針値の達成状況 

    炭化水素の測定結果と指針値の達成状況は、表１－２８のとおりであった。 

    指針値を超える日については、大田測定局で１日、内灘測定局で２日みられた。 

    本県の非メタン炭化水素濃度は、午前 6時から 9時における年平均値の濃度分布を全国の状

況と対比して表１－２９に示したとおり、全国的にみて低位のレベルにあった。 
 

表１－２８ 平成 25年度炭化水素濃度の測定結果 

項  目 平成 25年度測定結果 24 年度測定結果 

非メタン
炭化水素 

年平均値 
0.05 ppmC ～ 0.08 ppmC 
 (内灘)       (大田) 

0.05 ～0.09 ppmC 
(内灘)  (三馬) 

午前 6 時から 9時における 
年平均値 

0.06 ppmC ～ 0.08 ppmC  
(内灘)       (三馬、大田) 

0.06 ～0.09 ppmC 
(内灘)  (三馬) 

午前 6 時から 9時までの 3
時間平均値が指針値の上限
値(0.31 ppmC)を超えた日数
と割合 

大田 1日 (0.3 %) 
内灘 2日 (0.6 %) 
（3局中 1 局で達成） 

なし 
（3局すべて達成） 

メ タ ン 年平均値 
1.90 ppmC ～ 1.95 ppmC  

(大田)    (三馬) 
1.87 ～1.98 ppmC 

(大田) (三馬) 
 

表１－２９ 非メタン炭化水素の午前６時から９時までの３時間平均値の濃度分布 

濃度区分 
(ppmC) 

項 目 

0  0.11 0.21 0.31 0.41 0.51 0.061 

合計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 以上 

平成 25年度 
石川県の測定局数 

3 0 0 0 0 0 0 3 

(累積％) (100)         

平成 24年度 
全国の測定局数 

85 211 38 1 0 0 0 335 

(累積％) (25.4) (88.4) (99.7) (100)      
 

 

  ② 経年変化 

    10 年間継続測定局における非メタン炭化水素の午前６時から９時における年平均値の経年

変化は、図１－１０のとおり、横ばいから減少傾向であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１０ 非メタン炭化水素の午前６時から９時における年平均値の経年変化 
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 (3) 浮遊粒子状物質 

  ① 測定結果及び環境基準の達成状況 

    浮遊粒子状物質の測定結果及び環境基準の達成状況は、表１－３９のとおりであった。 

    長期的評価による環境基準については、4 測定局すべてで達成していた。平成 14 年度に、

黄砂の影響により、駅前測定局（平成 20年度廃止）で達成しなかったが、平成 15年度以降は

すべての測定局において継続して達成している。 

    短期的評価による環境基準については、１時間値及び１日平均値のいずれも、片町測定局で

達成しなかったが、武蔵測定局、藤江測定局及び野々市測定局の３測定局では達成していた。 

    本県の浮遊粒子状物質濃度は、年平均値及び 1 日平均値の年間 2％除外値の濃度分布を全国

の状況と対比して表１－４０、４１に示したとおり、全国的にみて 1局は、やや高位のレベル

にあるが、それ以外は低位のレベルにあった。 

 

表１－３９ 平成 25年度浮遊粒子状物質濃度の測定結果 

項        目 平成 25年度測定結果 24 年度測定結果 

年 平 均 値 
0.016 mg/m3  ～ 0.025 mg/m3  

(武蔵)      (片町) 

0.016 ～ 0.031 mg/m3  

(武蔵)   (片町) 

長期的

評 価 

1 日平均値の年間 2％除外値

(基準 0.10 mg/m3) 

0.048 mg/m3  ～ 0.081 mg/m3 

(武蔵)      (片町) 

(4 局すべて達成） 

0.038 ～ 0.090 mg/m3 

(武蔵)   (片町) 

(4 局すべて達成） 

短期的

評 価 

 1 時間値の環境基準 

 (0.20 mg/m3) を超えた時間数 

片町(45) 

 (4局中 3局で達成） 

片町(117) 

(4局中 3 局で達成） 

1 日平均値の環境基準 

(0.10 mg/m3)を超えた日数 

片町(2) 

 (4局中 3 局で達成） 

片町(5) 

(4局中 3 局で達成） 

 

表１－４０ 浮遊粒子状物質濃度の年平均値の濃度分布 

濃度区分 
(mg/m3) 

項目 

0  0.011  0.021  0.031  0.041  0.051  0.061  

合計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

 

0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 以上 

平成 25年度 
石川県の測定局数 

0 3 1 0 0 0 0 4 

(累積％)  (75.0) (100)         

平成 24年度 
全国の測定局数 

4 183 195 12 0 0 0 394 

(累積％) (1.0) (47.5) (97.0) (100)        

 

表１－４１ 浮遊粒子状物質濃度の 1日平均値の年間 2％除外値の濃度分布 

濃度区分 
(mg/m3) 

項 目 

0  0.021 0.041 0.061 0.081 0.101 0.121 0.141 

合計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

 

0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140 以上 

平成 25年度 
石川県の測定局数 

0 0 3 0 1 0 0 0 4 

(累積％)   (75.0)  (100)      

平成 24年度 
全国の測定局数 

0 53 303 37 1 0 0 0 394 

(累積％)  (13.5) (90.4) (99.7) (100)       
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 (5) 炭化水素（非メタン炭化水素及びメタン) 

  ① 測定結果及び指針値の達成状況 

    炭化水素の測定結果と指針値の達成状況は、表１－４５のとおりであった。 

    指針値を超える日については、武蔵測定局で１日みられた。 

    本県の非メタン炭化水素濃度は、午前 6時から 9時における年平均値の濃度分布を全国の状

況と対比して表１－４６に示したとおり、全国的にみて中位のレベルにあった。 

 

表１－４５ 平成 25年度炭化水素濃度の測定結果 

項  目 平成 25年度測定結果 24 年度測定結果 

非 メ タ ン 

炭 化 水 素 

年平均値 0.14 ppmC 0.13 ppmC 

午前 6 時から 9時における 
年平均値 

0.12 ppmC 0.12 ppmC 

午前 6 時から 9時までの 3時間
平均値が指針値の上限値(0.31 
ppmC)を超えた日数と割合 

武蔵 1 日(0.3%) なし 

メ タ ン 年平均値 1.92 ppmC 1.89 ppmC 

 

表１－４６ 非メタン炭化水素の午前６時から９時における年平均値の濃度分布 

濃度区分 
(ppmC) 

項 目 

0  0.11 0.21 0.31 0.41 0.51 0.061 

合計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 以上 

平成 25年度 
石川県の測定局数 

0 1 0 0 0 0 0 1 

(累積％)  (100)        

平成 24年度 
全国の測定局数 

14 99 43 6 0 0 0 162 

(累積％) (8.6) (69.8) (96.3) (100)      

 

  ② 経年変化 

    武蔵測定局の非メタン炭化水素の午前 6時から 9時における年平均値の経年変化は、図１－

１６のとおり、減少から横ばい傾向であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１６ 非メタン炭化水素の午前 6時から 9時における年平均値の経年変化 
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μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ
1 H26.3/17 17:00 H26.3/18 17:00 1,501 73 21.6 3.24 0.20 6.31 1.28 0.27 0.88 1.33 21.3
2 H26.3/18 17:00 H26.3/19 17:00 1,526 44 9.15 3.12 4.80 1.56 0.73 0.66 0.50 5.27 7.83
3 H26.3/19 17:00 H26.3/20 17:00 1,518 19 6.96 2.51 0.17 2.08 0.11 0.19 0.31 1.55 6.58

45 12.6 2.96 1.72 3.32 0.70 0.37 0.56 2.72 11.9
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μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ

1 H26.3/17 17:00 H26.3/18 17:00 7.7 38 0.41 1.37 0.20 0.08 0.33 0.06 0.03 0.25 0.35 ×

2 H26.3/18 17:00 H26.3/19 17:00 7.9 18 0.79 0.71 3.37 0.09 0.15 0.24 0.06 2.11 0.26 ×

3 H26.3/19 17:00 H26.3/20 17:00 7.8 4 0.20 0.35 0.51 0.05 0.05 0.05 0.02 0.35 0.11 ×

20 0.47 0.81 1.36 0.07 0.18 0.12 0.04 0.90 0.24

μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ
1 H26.3/17 17:00 H26.3/18 17:00 7.7 25 5.77 0.57 0.07 2.00 0.12 0.03 0.21 0.22 5.71 ×

2 H26.3/18 17:00 H26.3/19 17:00 7.9 20 4.47 0.89 0.48 1.33 0.13 0.11 0.18 0.80 4.27 ×

3 H26.3/19 17:00 H26.3/20 17:00 7.8 15 2.44 0.68 0.09 0.88 0.01 0.03 0.07 0.24 2.38 ×

20 4.23 0.71 0.21 1.40 0.09 0.06 0.16 0.42
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４ 微小粒子状物質による大気汚染に係る環境基準について 

 

平成 2 1 年 9 月 9 日 

環境省告示第三十三号 

 

 環境基本法第 16条第１項の規定による微小粒子状物質による大気汚染に係る環境上の条件につき人の

健康を保護する上で維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という。）及びその達成期間は、

次のとおりとする。 

 

第１ 環境基準 

 １ 微小粒子状物質に係る環境基準は、次のとおりとする。 

  １年平均値が 15μｇ/ｍ３以下であり、かつ、１日平均値が 35μｇ/ｍ３以下であること。 

 ２ １の環境基準は、微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認め

られる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度

と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法により測定した場合における測定値によ

るものとする。 

 ３ １の環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所につい

ては、適用しない。 

 ４ 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μｍの粒子を 50％の割

合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

 

第２ 達成期間 

 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準は、維持され又は早期達成に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 大気汚染防止法 

 

（地方公共団体の施策）  

 第 18 条の 24 地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握する

ための調査の実施に努めなければならない。  

 ２ 地方公共団体は、事業者に対し、第十八条の二十二の措置を講ずることを促進するために必要な

情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止

に関する知識の普及を図るように努めなければならない。 

 

（自動車排出ガスの濃度の測定）  

 第 20 条 都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスに

よる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、

大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行なうものとする。 

 

（常時監視）  

 第 22条 都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。  
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○ この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に
基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。

○ リサイクル適性の表示
 この印刷物はAランクの資材のみを使用しており、印刷用の紙にリサイクルできます。


